
紀中地域森林計画書

（紀中森林計画区）

自 平成２３年４月１日

計画期間

至 平成３３年３月31日

（平成２７年２月変更）

和 歌 山 県



紀中森林計画区紀中森林計画区紀中森林計画区紀中森林計画区

１ 「第１ 計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する１ 「第１ 計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する１ 「第１ 計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する１ 「第１ 計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する

（単位 面積：ｈａ）

区 分 面 積 備 考

(８３，０３１)
総 数 ８２，３０３

（６５９)
有 田 市 ６５８

(１，６０４)
御 坊 市 １，５６０

(７５７)
市 湯 浅 町 ７２０

(４，９２３)
広 川 町 ４，８３６

町
(２６，２７８)

有 田 川 町 ２６，３８１

別 (５９９)
美 浜 町 ５９２

(２，９８５)
内 日 高 町 ２，９７２

(１，８７１)
由 良 町 １，９４２

訳
(７，６２１)

印 南 町 ７，５６５

(８，００５)
み な べ 町 ７，６２０

(２７，７２９)
日 高 川 町 ２７，４５７

（ ）内は変更前、裸書は変更後

（注）１．地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する

区域内の民有林とする。

２．本計画の対象森林は、森林法第１０条の２第１項に基づく林地の開発行

為の許可制、同第１０条の７の２第１項に基づく森林の土地の所有者とな

った旨の届出制及び同第１０条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林

の届出制の対象となる。

３．森林計画図は和歌山県庁、有田振興局及び日高振興局に備え付け閲覧に

供する。



２ 「第６－４ 林道の開設又は拡張に関する計画」の一部を次のとおり変更する２ 「第６－４ 林道の開設又は拡張に関する計画」の一部を次のとおり変更する２ 「第６－４ 林道の開設又は拡張に関する計画」の一部を次のとおり変更する２ 「第６－４ 林道の開設又は拡張に関する計画」の一部を次のとおり変更する

（単位 延長：ｍ 面積：ｈａ）

開
設 位 置 延 長 利 用 前半 対図 備
／ 種 類 区 分 （市町村） 路 線 名 及 び 区 域 5ｶ年の
拡 箇所数 面 積 計画 番号 考
張 箇所

(350) (620)
開設 自動車道 日高川町 新行 2,350 699 ○ 26

（３０路線） (61,800)
計 ３０路線 63,800

（５３路線） (131,750)
合 計 ５３路線 133,750

（ ）内は変更前、裸書は変更後

その他の開設、拡張計画については、平成２４年１月１０日公表及び平成２５年３

月１２日公表の地域森林計画のとおり

３ 「第６－６ 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等」の一３ 「第６－６ 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等」の一３ 「第６－６ 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等」の一３ 「第６－６ 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等」の一

部を別表のとおり変更する。部を別表のとおり変更する。部を別表のとおり変更する。部を別表のとおり変更する。



（別 表） 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等（別 表） 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等（別 表） 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等（別 表） 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期等

単位 面積：ｈａ

要 整 備 森 林 実施すべき施業の方法及び時期 その

特 定 他必 備

市 町 村 番 所 在 造 林 保 育 伐 採 その他 要な

保安林 事項 考

号 位 置 林班、小班 面 積 種類 面積 方法 時期 種類 面積 方法 時期 種類 面積 方法 時期 種類 面積 方法 時期

(水かん) (日高川町) ② (上初湯川) (39-ﾆ-1 (23.09) (間伐) (23.09) (形質不良 (24年

41-ﾄ-1) 木や被圧 度末

木等を間 まで)

伐し、適

正な立木

密度とす

る。)

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

(土流) (日高川町) ③ (板垣内南原) (174-ｲ-4～6 (14.94) (間伐) (14.94) (形質不良 (26年

174-ﾛ-4 木や被圧 度末

174-ﾊ-7 木等を間 まで)

175-ﾊ-9,11,14, 伐し、適

15) 正な立木

密度とす

る。)

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

(----) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

土流 印南町 ④ 足谷 128-ﾊ-5,7,14 5.91 間伐 5.91 形質不良 28年

128-ﾆ-3～6 木や被圧 度末

木等を間 まで

伐し、適

正な立木

密度とす

る。

( )内は変更前、裸書は変更後


